
日田市中央公民館定期使用団体活動登録要綱

（目的）
第１条　この要綱は、市民の生涯学習活動の推進を目的とした団体の健全な育成を図るとともに、日田市中央公民館の有効かつ円滑な利用を図ることを目的とする。
（登録の基準）
第２条　登録の基準は、次のとおりとする。
（１）社会教育法第２０条に該当する活動を目的とした団体であること。
（２）講師がその団体を主宰する団体は除く。
（３）自主的な教育活動を行い、その学習活動や内容が明確であること。
（４）日田市在住または市内在勤者で、概ね５名以上で構成される団体であること。
（５）原則として新たに参加を希望するものが適宜加わることのできる団体であること。
（６）営利を伴うものや政治・宗教活動を目的としない団体であること。
（７）日田市及び日田市教育委員会が主催事業で利用する場合、第４条の登録の許可にかかわらず、公共的利用を優先し、団体の利用中止又は利用日程の変更を求めることがあること。
（登録の申請）
第３条　登録を受けようとする団体は、登録申請書（様式第１号）、会員名簿（様式第２号）並びに年間活動計画書（様式第３号）を日田市教育委員会に提出しなければならない。
（登録の許可）
第４条　本要綱の定めるところにより日田市教育委員会が適当と認めたとき、登録を許可し、登録許可証（様式第４号）を発行する。
（登録許可の有効期限）
第５条　登録許可の有効期限は、４月１日から翌３月３１日までとする。
（定期使用）
第６条　登録を許可された団体は、優先して定期的に会議室等を使用することができる。
　ただし、週１回の月４回までとする。
（登録団体の義務）
第７条　登録団体は、申請の内容等に変更があったときは、ただちにその旨を届出なければならない。
　２　登録団体は、本要綱並びに社会教育法・日田市公民館の設置及び管理に関する条例を遵守しなければならない。
　３　中央公民館が行う事業に協力するとともに、研修会、講演会等には積極的に参加しなければならない。
（登録許可の取消）
第８条　日田市教育委員会は、登録団体が次の各号の一に該当したときは、その登録を取消ことができる。
（１）登録団体が解散したとき。
（２）第３条第１項の各号に定める登録の要件を欠いたとき。
（３）虚偽の申請をしていたとき。
（４）その他、登録団体としてふさわしくない行為等があったと認められたとき。


附則
[bookmark: _GoBack]この要綱は、平成２８年７月４日から施行する。
